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健
康
保
険
組
合
は
、
こ
れ
ま
で
医
療
保
険
者
の
中
核
と
し
て
国
民
の
安
心

の
基
盤
で
あ
る
皆
保
険
制
度
を
支
え
て
き
た
。
し
か
し
、
高
齢
化
の
進
展
、

医
療
費
の
増
大
、
ま
た
制
度
の
改
変
に
よ
っ
て
、
現
在
、
か
つ
て
な
い
厳
し

い
財
政
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。

　

そ
の
最
大
の
要
因
は
、高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
過
重
な
費
用
負
担
に
あ
る
。

保
険
料
収
入
の
５
割
近
く
を
占
め
る
拠
出
金
負
担
は
、
現
行
制
度
の
創
設
以

降
、
累
計
で
約
24
兆
円
に
も
達
し
て
い
る
。
健
康
保
険
組
合
は
こ
れ
ま
で
保

険
料
率
の
引
き
上
げ
な
ど
で
対
応
し
て
き
た
が
、
被
保
険
者
１
人
当
た
り
の

年
間
保
険
料
は
こ
の
８
年
間
で
約
９
・
５
万
円
も
増
加
し
、
負
担
は
も
は
や

限
界
に
達
し
て
い
る
。

　

そ
の
う
え
、
団
塊
世
代
の
前
期
高
齢
者
入
り
に
伴
う
高
齢
者
医
療
費
の
増

大
や
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
総
報
酬
割
の
拡
大
実
施
等
に
よ
り
、
高
齢
者

医
療
制
度
に
対
す
る
支
援
金
・
納
付
金
負
担
の
増
加
は
避
け
ら
れ
ず
、
更
な

る
財
政
悪
化
が
懸
念
さ
れ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
健
康
保
険
組
合
は
保
険
者

の
中
核
と
し
て
の
役
割
を
果
た
せ
な
い
ば
か
り
か
、
自
ら
の
存
続
さ
え
危
ぶ

ま
れ
る
状
況
に
あ
る
。

　

今
後
も
、
健
康
保
険
組
合
は
優
れ
た
保
険
者
機
能
を
発
揮
し
て
加
入
者
の

健
康
を
守
り
、
医
療
保
険
制
度
の
中
核
と
し
て
皆
保
険
制
度
を
守
り
、
ま
た

「
日
本
健
康
会
議
」
等
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
健
康
長
寿
社
会
の
実
現
に
貢
献

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
は
医
療
保
険
制
度
改
革
関
連
法
の
「
附

帯
決
議
」
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
負
担
の
公
平
性
等
の
観
点
か
ら
高
齢
者
医
療

制
度
に
関
す
る
検
討
を
早
急
に
実
施
し
、
平
成
29
年
４
月
の
消
費
税
率
10
％

へ
の
引
き
上
げ
時
に
は
、
前
期
高
齢
者
医
療
へ
の
公
費
投
入
を
は
じ
め
と
す

る
高
齢
者
医
療
費
の
負
担
構
造
改
革
を
断
行
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
改
革
実
現
ま
で
の
間
も
、
全
面
総
報
酬
割
等
に
伴
う
負
担
軽
減
措

置
の
実
施
・
拡
充
、
短
時
間
労
働
者
の
適
用
拡
大
に
伴
う
激
変
緩
和
措
置
な

ど
、
健
康
保
険
組
合
の
安
定
運
営
に
向
け
た
十
分
な
財
政
支
援
が
不
可
欠
で

あ
る
。

　

一
方
、
増
大
す
る
医
療
費
の
重
点
化
・
効
率
化
を
行
わ
な
い
限
り
、
ど
の

よ
う
な
制
度
で
あ
っ
て
も
持
続
安
定
性
は
確
保
で
き
な
い
。
国
に
お
い
て
は

実
効
あ
る
医
療
費
適
正
化
対
策
を
一
層
実
施
・
推
進
す
る
こ
と
を
強
く
望
む
。

　

現
役
世
代
が
納
得
で
き
る
公
平
な
制
度
の
実
現
に
向
け
、
わ
れ
わ
れ
健
康

保
険
組
合
は
次
の
事
項
の
実
現
を
期
し
、
組
織
の
総
意
を
も
っ
て
こ
こ
に
決

議
す
る
。

高
齢
者
医
療
費
の
負
担
構
造
改
革
の
実
現

　

皆
保
険
制
度
を
守
る
た
め
に
は
、
国
民
医
療
費
の
約
６
割
を
占
め

る
高
齢
者
医
療
費
を
ど
の
よ
う
に
負
担
し
て
い
く
か
が
最
優
先
課

題
で
あ
る
。
公
平
か
つ
納
得
性
あ
る
制
度
確
立
の
観
点
か
ら
、
高
齢

者
の
患
者
負
担
の
見
直
し
等
を
図
る
と
と
も
に
、
消
費
税
率
10
％

へ
の
引
き
上
げ
に
合
わ
せ
、
そ
の
財
源
を
活
用
し
、
前
期
高
齢
者
医

療
へ
の
公
費
投
入
を
図
る
な
ど
、
現
役
世
代
に
過
重
な
負
担
と
な
っ

て
い
る
現
行
の
負
担
構
造
の
改
革
を
断
行
す
べ
き
で
あ
る
。

安
定
し
た
組
合
運
営
に
向
け
た

財
政
支
援
の
継
続
・
拡
充

　

現
行
制
度
に
お
け
る
重
い
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
拠
出
金
に
加

え
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
全
面
総
報
酬
割
に
よ
り
、
健
保
組
合

全
体
で
の
拠
出
金
負
担
は
さ
ら
に
増
加
す
る
。
負
担
が
重
い
、
ま

た
大
幅
に
増
加
す
る
保
険
者
に
対
し
、
必
要
な
負
担
軽
減
措
置
の

実
施
・
拡
充
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
28
年
10
月
か
ら
の

短
時
間
労
働
者
の
適
用
拡
大
に
つ
い
て
、
影
響
の
大
き
い
健
保
組

合
に
対
す
る
激
変
緩
和
措
置
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

実
効
あ
る
医
療
費
適
正
化
対
策
の
実
施

　

医
療
保
険
制
度
の
持
続
安
定
性
の
確
保
に
向
け
、
限
り
あ
る
医

療
資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に
は
、
効
率
的
で
質
の
高
い
医

療
提
供
体
制
の
構
築
や
診
療
報
酬
の
合
理
化
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
の

取
り
組
み
な
ど
生
活
習
慣
病
予
防
対
策
等
に
よ
る
医
療
費
適
正
化

の
推
進
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、保
険
給
付
範
囲
の
見
直
し
な
ど
、

さ
ら
な
る
適
正
化
施
策
を
早
急
に
検
討
し
、
実
行
す
べ
き
で
あ
る
。

保
険
者
機
能
の
発
揮
に
効
果
的
な

健
保
組
合
方
式
の
維
持
・
発
展

　

健
康
保
険
組
合
は
自
主
・
自
立
の
組
織
と
し
て
、
事
業
主
と
連

携
し
て
加
入
者
の
特
性
に
応
じ
た
疾
病
予
防
活
動
、
健
康
教
育
等

の
効
率
的
・
効
果
的
な
保
健
事
業
を
実
施
す
る
な
ど
、
優
れ
た
保

険
者
機
能
を
発
揮
し
て
き
た
。
健
康
長
寿
社
会
の
実
現
に
向
け
、

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
の
取
り
組
み
な
ど
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
保
険
者
の

役
割
が
重
要
に
な
る
中
で
、
保
険
者
機
能
の
発
揮
に
効
果
的
な
健

康
保
険
組
合
方
式
を
将
来
に
亘
っ
て
維
持
し
、
発
展
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
。

平
成
27
年
11
月
25
日

現
役
世
代
が
納
得
で
き
る
公
平
な
制
度
の
実
現
へ

平
成
27
年
度 

健
康
保
険
組
合
全
国
大
会

平成27年度 健康保険組合全国大会

　

平
成
27
年
11
月
25
日
、
東
京
・
丸
の
内

の
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
て「
平
成
27

年
度 

健
康
保
険
組
合
全
国
大
会
」が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
全
国
の
健
康
保
険
組
合
か

ら
約
3
、5
０
０
人
が
集
結
し
、「
現
役
世

代
が
納
得
で
き
る
公
平
な
制
度
の
実
現

へ
」
を
副
呼
称
に
下
記
決
議
を
採
択
し
ま

し
た
。

現役世代が納得できる公平な制度の実現へ現役世代が納得できる公平な制度の実現へ現役世代が納得できる公平な制度の実現へ現役世代が納得できる公平な制度の実現へ




















